
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
一
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
平
成
二
十
三
年
度
の
地
方
税
制
の
改
正
が
年
度
開
始
後
三
月
を
経
過
し
た
時
点
で
実
施
さ
れ
る
と
い
う
異
例
の
事
態
と
な

っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
改
正
内
容
の
迅
速
か
つ
的
確
な
周
知
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
い
て

は
行
政
機
能
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
に
当
た
っ
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
円
滑
な
施
行
と
併
せ
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
よ
る
減
免
措
置
を
被
災
者
の
実
情
に
合
わ
せ
き
め
細
か
く
講
ず

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
適
時
適
切
な
助
言
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
寄
附
金
税
制
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
者
支
援
へ
の
貢
献
に
向
け
た
国
民
の
熱
意
の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、

早
急
に
改
正
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
制
度
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

な
お
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
係
る
権
限
の
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
移
譲
に
よ
り
、
団
体
間
で
特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
認
定
に
合
理
性
を
欠
く
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
運
用
に
つ
き
適
切
な
助
言
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
平
成
二
十
六
年
度
以
降
の
譲
与
割
合
に
つ
い
て
は
、
同
年
度
以
降
の
航
空
機
燃
料
税
の
取
扱
い
と

関
係
団
体
の
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
財
源
の
安
定
的
な
確
保
の
観
点
か
ら
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

四
、
個
人
住
民
税
の
扶
養
控
除
の
在
り
方
は
、
個
人
の
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
家
族
構
成
、
家
族
関
係
に
広
範
な
影
響

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
見
直
し
は
十
分
慎
重
に
行
う
こ
と
。



五
、
地
方
税
制
の
抜
本
的
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
財
政
の
自
主
性
・
自
立
性
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
間

の
格
差
是
正
を
図
る
観
点
に
立
っ
て
、
国
、
地
方
を
通
ず
る
税
体
系
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
国
、
地
方
間
の
税
源
配
分
の
見

直
し
な
ど
を
行
い
、
偏
在
度
が
小
さ
く
、
安
定
的
で
充
実
し
た
財
源
の
確
保
を
可
能
と
す
る
地
方
税
制
の
構
築
を
速
や
か
に

図
る
こ
と
。

特
に
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
国
と
地
方
の
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認

識
し
、
分
権
型
社
会
に
お
い
て
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
て
住
民
本
位
の
社
会
保
障
を
実
現
で
き
る
よ
う
十
分
な
財
源
の
確

保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
消
費
税
の
国
と
地
方
の
間
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
等
を
通
じ
、
地
方
側
と

十
分
な
協
議
を
行
い
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
対
処
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


